
日薬連発第４７９号 

                     2019 年 6 月 14 日 

 

 

加 盟 団 体 殿 
    

                      日 本 製 薬 団 体 連 合 会 

 

 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定す

る医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知) 

 

 

 標記について、令和元年６月 13 日付け薬生発 0613 第１号にて厚生労働省医

薬・生活衛生局長より、各都道府県知事・保健所設置市長・特別区長宛に通知

した旨、連絡がありましたので、お知らせします。 

 つきましては、本件につき貴会会員に周知徹底いただきたく、ご配慮の程よ

ろしくお願い申しあげます。 

 






